プレシス本厚木コンフォート管理組合　第９期第９回理事会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
	日　　時
	２０２３年２月１９日（ 日 ）午前１０時００分から午後２時５０分

	場　　所
	名　称：伏見管理サービス株式会社　第２事業所　会議室
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１６号



	役員
出欠
状況
	第９期役員総数８名中、４名の出席

	
	部屋番号
	組合員名
	役職
	備考
	出欠

	
	６０２
	亀　山　知　宏
	理事長
	会計・建物・設備担当兼務
	出席

	
	６０６
	中　村　健　志
	副理事長
	自治会・地域担当兼務
	出席

	
	５０３
	田　澤　　　裕
	理　事
	駐車場担当
	欠席

	
	８０３
	大　友　 　隆
	理　事
	防犯・防災担当
	出席

	
	９０６
	平　出　祐　介
	理　事
	生活環境担当
	欠席

	
	３０６
	曽　根　満　生
	理　事
	
	欠席

	
	１２０６
	全　　　香　花
	理　事
	
	欠席

	
	１１０３
	中　村　隆　行
	監　事
	
	出席



	他出席者
	伏見管理サービス㈱　石井
	以下「管理会社」という

	
	Ｔ.Ｄ.Ｓ　高山・伊藤
	以下「ＴＤＳ」という

	
	第１０期理事会役員候補者
・９０４号室：建部
・１００５号室：深松
・１１０６号室：加藤
・１３０１号室：池田
	以下「第１０期候補者」という



【議事内容】
	議題１．建物診断調査結果について

	第９期第１回臨時総会にて決議され、先般実施された建物診断調査結果について、ＴＤＳから資料の提示の上、報告・説明があった。主な内容は以下の通り。
〇建物診断調査結果報告書の成果物が出来た為、次回ＴＤＳから請求書を提出するとの報告があった。
〇建物診断の判定の優先レベル凡例として、Ａ：大規模修繕工事項目、ＡＢ：状況により修繕工事項目とする（採用の可能性大）、Ｂ：状況により修繕項目とする（採用の可能性小）、Ｃ：改良改善、Ｄ：大規模修繕時、足場架設後に確認し、判断、Ｅ：修繕工事に入れる事は困難、Ｘ：日常修繕・日常管理、Ｙ：使用細則に関する問題（ソフト面）、Ｚ：専有部（修繕工事外）、―：評価外　としている。
〇評価基準はレベル１～４まであり、レベル３～４になると本格的な修繕工事の検討が必要との判定になっている。
〇屋上の構造として、ＴＤＳ調査で何百棟を見て来て二例目となり、関東地方では初めて見る特殊な構造となっている。通常のマンションは屋上の周辺に笠木が付いているが、このマンションは皆無であり、職人が安全に作業出来ない。風があると部材が飛んでいく作りになっている。パラペット部が無く、足場が無い状況となっている。
〇改装下地としての必要付着基準強度は国土交通省のデータより、塗装面の付着力に関しては問題無いものと考察される。
・磁器質タイル面：付着強度平均値　…　１．１２Ｎ／ｍｍ²＞０．４Ｎ／ｍｍ²（基準値）
・塗装面（壁面）：付着強度平均値　…　１．６４Ｎ／ｍｍ²＞０．７Ｎ／ｍｍ²（基準値）
〇コンクリート中性化深度試験について、ＴＤＳの方で４カ所調査済み。コンクリートは元々強アルカリ性となっており、二酸化炭素を塗装やタイル等で中性化を防いでおり、中性化は基準内で問題無し。測定方法としては、コンクリートコアで切り抜いて、フィノールフタレイン溶液を霧吹きして、アルカリ性の場合濃いピンク色に反応し、中性化している場合は色変化無し。
〇シーリング：問題無し。
〇鉄部塗膜厚：塗膜の膜厚確認している。結果は１１０～１３０μｍになっており、問題無し。
〇今回、建物診断としてＴＤＳは５０％に満たない部分しか調査が出来ていない。大規模修繕工事を見積り依頼する際には数量を２倍にする事を推奨している。
〇建物診断報告書内に入っているＣＤ－ＲＯＭにＰＤＦファイルが入っているとの報告があった。

新築時の問題について、新築時に設計施工上の問題があったと想定される箇所が３カ所あった。
1 屋上エレベーターシャフトの雨仕舞不良
・屋上防水とエレベーターシャフト屋根部の防水は、完全な雨仕舞不良となっています。通常、平場の防水材を立ち上げる部分には笠木を設置し、雨水が直接掛からないようにしたり、流れて伝わってくる水を遮断するために水切りを設置します。ところがエレベーターシャフトはそのどちらも無く、シーリングのみで立ち上がりの防水処理をしており、防水材を固定するＬ型のアルミ製押させ金物が水受けとなっており早急に改善を要する状況です。
→シーリングがひび割れでボロボロとなっており、既に漏水している可能性は高い。シーリングの塗膜が薄いか、元々露出してはいけないシーリング材料の可能性が非常に高い。シーリングの打ち換えだけの暫定対策の場合、５～１０万円にて1日で工事が出来る可能性はあるが、足場を組む方が費用が高い。それで根本的な対策とならない可能性もある。致命的な欠陥・過失は無いが、売主との交渉した結果で、本当に納得が出来ない場合には、本社に行って社長を出せなどとの施工不良で無いか？と押しかけてみる手段も可能である。

2 屋上打継目地設置不良
・極めて簡易的に言うと、マンションはフロア一毎にコンクリートを打設し、積み木のように組み上げて作られます。鉄筋コンクリート造のマンションはフロアーとフロアーの継ぎ目に目地を設置し、シーリング材を充填することで雨水の侵入を防ぎます。（毛細管現象等で雨水が染み込むのを防ぐため）。これは、古くから鉄筋コンクリート造の建物の常識とされ、各種仕様書に定めています。貴マンションにおいては、目視で確認できる範囲では他のフロアーは打継目地が設置されていますが、屋上は設置されておらず、打継部の塗膜が破断し、雨水の侵入を許す状態となっています。
→５０～６０年前のＲＣ構造は無いが、４０年前のＲＣ構造からは通常打継ネジが設定しているのが当たり前となっている。
3 地下ピット内の勾配不良
・一部の地下ピットの内部を確認したところ、窯場に対し勾配が十分に取れておらず、一部に滞留水が見受けられました。ライフラインが集中している部分のため、常に高湿度は耐用年数に影響する場合が考えられるため、改善を要します。
→但し、配線等の継金物ステンレス製の為、脱落はし難い材料となっている。

〇南棟と西棟の間は他のマンションで通常の場合は、人が落ちない様に屋根にアルミでカバーなどはしている。各４号室側に窓がある為、全部囲うのは難しいと思われる。
〇屋上の断熱材の貼り方について、現状は通し目地としているが、通常のマンションは熱収縮などを考慮して千鳥張りしている。ひび割れ、反りなどが発生しやすい構造になっている。
〇屋上防水シート端部の収まりが悪く、また防水目的のシール材の劣化進行もあり、雨水がシート内部へ侵入する懸念がある。
〇エレベーターシャフト上部付近の外壁部のクラック対策として打ち継ぎ目地の新設が望ましい。作業自体は難しくないものの、足場がなければできない内容の為、同足場の設置費用の方がコストが高くなると思われる。施工図にはネジの記載を意図的に無くしている場合が多い。
〇地下ピット内の勾配が良くなく、水溜まりが生じている。
協議の結果、劣化材のサンプル取得とその検査含めて、資料のまとめをＴＤＳに調査を依頼する事とし、次期理事会への継続審議事項とした。
ここでＴＤＳは退席した。


	議題２．第１０期理事会役員の役職について

	第９期通常総会での決議前であるが、監事の選出及び各役職の内定を行う為、理事会役員輪番表に基づき、事前に該当１０名に本理事会への招集を行っていた旨の説明と資料を基に各役職・担当の説明が行われた。未決定分を除き、内定した監事及び役職は以下の通り。

監　事：９０４号室　建部　恒希
理事長：６０１号室　浦上　真理子
副理事長：１３０１号室　池田　孝広
理事（駐車場）：１００５号室　深松　孝太
理事（防犯・防災）：８０３号室　大友　隆
理事（自治会・地域）：１１０６号室　加藤　直
理事（広報）：３０６号室　間瀬　翔太
理事（建物・設備）：２０１号室　木下　松美／７０２号室　郭　磊
理事（生活環境）：４０６号室　藤木　敬大（占有者）

尚、本決定を欠席者へ通知の上、３月の定期総会への出席を促して、全役職・担当の決定を目指すこととした。尚、ＷＥＢ会議を前提としたプロジェクター・スピーカーフォン等備品購入については、第１０期理事会にて継続して審議する事とした。また、管理会社から総会開催日について、当初の予定では３月２６日（日）であったが、会場予約状況により２５日（土）であれば午前９時から午後１時までの予約仮押さえが可能となっているとの報告があり、了承し、３月２５日（土）午前１０時から開催する事とした。以上で第１０期候補者は退出した。


	議題３．第９期定期総会議案について

	理事長が提示した第９期定期総会議案素案の提示があり、それぞれ協議を行った。以下を上程議案とし、開催日及び議事内容についての掲示にて周知する事とした。
〇第１号議案：第９期事業報告及び決算報告並びに監査報告承認の件
管理会社の管理業務主任から、事業報告及び決算報告があり、報告書綴り及び各種領収証書類を基に監事が監査報告を行うこととした。尚、事業報告書の誤記の修正を管理会社に指示した。
〇第２号議案：理事会協力金制度追加承認の件（特別決議）　及び
〇第３号議案：第１０期からの理事会役員協力金制度追加承認の件
第９期第２回臨時総会での審議保留となっていた協力金制度の制定に鑑み、実施したアンケート集計結果及び意見を基に、主な懸念事項であった辞退希望者の個人情報保護について改善を施した制度案の検討を行った。協力金の判断対象者は、占有者になるか、組合員になるかは、第１０期の理事会で判断する事として、協議の結果、７５歳以上（後期高齢者）の認定基準は、総会開催日の時点で７５歳以上の誕生日になる方とする事とした。
理事になった区分所有者が途中で売却等して名義変更になった場合は、次の区分所有者は臨時総会などで選任されない場合が通常の為、期の途中で基本的には理事になる事は無い。
理事の活動が出来ない方で協力金を最初に支払いしていた場合で、かつ区分所有者が途中で売却等して名義変更になった場合、管理規約第６０条により、協力金（管理規約第２５条の扱いになり）は返却されない。
〇第４号議案：自転車置場使用細則変更承認の件
第８回理事会での協議に従い、所定の駐輪ステッカーの貼付場所の指定及び管理組合による棚卸調査時のカバー等破損の責任について明言する使用細則の変更について上程する事とした。
〇第５号議案：使用細則変更承認の件
高層階で害虫の目撃が散見されていることを受け、現状では禁止されている廊下や階段等共用部への物品の設置について、害虫駆除剤に限り容認する使用細則の変更について上程する事とした。
〇第６号議案：生活総合サポートサービス継続承認の件
第８回理事会での協議に従い、管理会社が提供する専有部サービスである生活総合サポートサービス契約の継続について上程する事とした。
〇第７号議案：管理委託契約更新承認の件
契約期間満了に伴い、従前と同一内容での契約を更新することについて、重要事項説明書を基に管理会社から説明があり、了承し、上程する事とした。
〇第８号議案：管理委託契約変更承認の件
各種人件費の高騰に伴い、「管理員兼日常清掃費」及び「雑排水管洗浄」の単価変更と支出の削減方策として、「機械警備」業務の委託契約からの除外と警備会社との直接契約を行う旨の説明があり、了承し、上程する事とした。尚、定期総会では変更内容に関する重要事項説明会が必要であるとの説明が管理会社からあり、本議案の審議前に実施する行う事とした。
理事長から管理会社が作成する理事会及び総会議事録の素案作成の期間が最大６５日間かかっており、管理委託契約に議事録素案作成を１４日以内変更したいとの要望があったが、管理会社の社内協議した結果、社内規定により1週間で対応する為、それらの契約変更は不要との報告があった。
〇第９号議案：第１０期事業計画案及び予算案承認の件
管理会社から、今期の実績を加味した次期（第１０期）の事業計画案及び予算案の説明があり、詳細部分の修正を行う事を管理会社に指示し、それを以て、上程する事とした。
電気料金の急激な値上げがあり、仮置きで予算は１４０万円とした。
〇第１０号議案：第１０期役員選出承認の件
前述の通り、第１０期理事会役員の選出を上程する事とした。


	
議題３．その他

	以下の内容について、協議をそれぞれ行った。意見・結果と併せて記載する。
消防計画作成の進捗について
防災担当理事より、４月までには素案を纏める予定である旨の報告があり、了承した。
専有部修繕申請について
・専有部設置（６０６号室）のディスポーザー設備撤去（３月４日）の専有部修繕申請書の提出があり、了承し、掲示を管理会社に指示した。
・専有部（１３０１号室）に内窓枠を設置する専有部修繕申請書の提出があり、工事する前に図面提出を依頼と工事後に工事完了報告書を添付する事を前提とした上で、了承し、掲示を管理会社に指示した。
工事完了報告について
理事長より、臨時総会決議に基づき、以下作業が完了した旨の報告があり、了承した。
・ゴミ庫内防犯カメラ設置（１台）：１月９日
尚、防犯カメラ記録映像は動作反応が入ると、黄色でマークキングされる為、映像を検索する際にソートし易いとの報告があった。
・北側通用扉改修工事：１月２１日
尚、通用扉は想定されている開閉頻度よりも遥かに多い回数となっており、通用扉の定期メンテナンス（２年に１回を目安）の実施及び開閉注意喚起プレートの購入・設置については、次期理事会での審議事項として引継ぐ事とした。北側通用扉側のフェンスに設置した防犯カメラの注意喚起の掲示物は、南側から通行する人に対しての抑止力として、そのままにする事とした。
ゴミの分別について
ゴミの分別がなされておらず回収されないゴミが散見されることから、注意喚起書面と投棄発覚時の防犯カメラ画像の顔出し・開示と予め予測する書面を掲示する事とし、対応を管理会社に依頼した。
アンケート（機械式駐車場及びエレベーターの修繕タイミングに関する）
現行の長期修繕計画には、エレベーターの更新のみがあり、部品交換（ロープ除く）については含まれていないことから、修繕の考え方について意見を集約するアンケートの実施を決定し、全戸配付する事とした。機械式駐車場のモーター納期は現在約１０ヶ月程度かかる。独立系に対して、メーカー系の保守点検メーカーは中古品をある程度は確保している場合が多い。
一時駐車場の利用について
先般発覚した、所定のルールが順守できていない利用者（７０２号室：白色エクストレイル）について、ホワイトボードに部屋番号を記載されていない事が続いていた為、厳重注意の書面を当該住戸へ配付する事とした。
排水管洗浄について
現行管理委託契約内に包括されている「雑排水管洗浄」について、比較精査の為、理事長が株式会社トータル・ライフ・クリエイトから見積りを取得した。３６４，３２０円（税込）で、土日の２日間で実施する為、従来通り１日間だけでは無く、機会損失は下がる可能性は高いが、価格的な優位性は低いとの見解に至った。
バルコニーへの物品放置について
火災や非常時に専有部から安全に避難するために使用する「避難ハッチ」や隣戸への避難時に用いる「隔て板」付近に物置等の私物を置いて塞いでしまっているとの懸念から、全戸を対象とした注意喚起分の作成と配付を管理会社に依頼した。



以上、本議事録は２０２３年２月１９日（土）に開催されたプレシス本厚木コンフォート管理組合第９期９回理事会の内容のとおりであることを認め、署名押印する。


名　称：プレシス本厚木コンフォート管理組合
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１１号

　　　　　年　　　月　　　日


　　　　　　　　議事録署名人　（議　　　長）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　　議事録署名人　（区分所有者）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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